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令
和
七
年
版
防
衛
白
書
は
、
「
わ
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
は
、
戦
後
最
も
厳
し
く
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。
」
と
情
勢
を
分
析
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
国
民
の
間
で
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
パ
イ
防
止
法
の
制
定
及
び
カ
ウ
ン
タ
ー

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
機
能
の
強
化
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。 

 

本
職
は
、
長
年
、
不
法
な
情
報
収
集
を
含
む
対
日
有
害
活
動
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
本
職
が
、
平
成
二
十
八
年
五
月

十
二
日
に
開
か
れ
た
衆
議
院
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
我
が
国
の
技
術
が
北
朝
鮮
の
核

開
発
や
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
使
わ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
感
想
を
尋
ね
る
と
、
岸
田
文
雄
外
務
大
臣

（
当
時
）
は
、
「
我
が
国
の
科
学
技
術
が
流
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
が
国
の
国
民
の
命
や
暮
ら
し
や
安
全
保
障
が
脅
か
さ
れ

る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
許
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁

し
、
加
藤
勝
信
拉
致
問
題
担
当
国
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
「
日
本
の
、
特
に
国
公
立
の
研
究
所
等
で
研
究
を
さ
れ
て
い
る
方
々

が
、
そ
こ
の
情
報
を
、
特
に
我
が
国
の
安
全
保
障
に
大
変
脅
威
の
あ
る
国
に
対
し
て
持
っ
て
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
断
固
と
し

て
許
し
て
は
な
ら
な
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
。
ま
た
、
本
職
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
安
全
保
障

上
機
微
な
技
術
に
接
す
る
者
の
採
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
百
九
十
六
回
国
会
質
問
第
四
六
〇
号
）
、
「
経
済
安
全
保
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障
支
援
セ
ン
タ
ー
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
二
百
七
回
国
会
質
問
第
三
二
号
）
、
「
外
国
情
報
機
関
に
よ
る
勧

誘
工
作
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
二
百
十
七
回
国
会
質
問
第
一
九
六
号
）
等
を
提
出
し
、
政
府
に
様
々
な
施
策
を
提
言
し

て
き
た
。 

 

近
年
の
外
国
情
報
機
関
に
よ
る
我
が
国
に
対
す
る
工
作
は
、
様
々
な
分
野
で
極
め
て
大
規
模
に
行
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
有

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
政
府
は
、
安
全
保
障
貿
易
管
理
を
徹
底
す
る
た
め
、
「
安
全
保
障
貿
易
に
係
る
機
微
技
術
管
理
ガ

イ
ダ
ン
ス
（
大
学
・
研
究
機
関
用
）
」
等
を
公
表
し
、
管
理
体
制
の
整
備
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
安
全
保
障
貿

易
管
理
ガ
イ
ダ
ン
ス
［
入
門
編
］
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
多
く
の
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
外
為
法
関
係
法
令
の
知
識
不

足
や
経
営
資
源
の
問
題
等
に
よ
り
、
輸
出
管
理
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
ず
、
社
内
管
理
に
お
い
て
対
応
が
進
ん
で
い
な
い
の
が

現
状
で
す
。
中
小
企
業
が
輸
出
管
理
の
必
要
性
等
を
認
識
し
、
実
際
に
管
理
体
制
を
構
築
し
、
そ
の
定
着
を
図
る
た
め
に
は
説

明
会
等
に
よ
る
普
及
啓
発
の
取
り
組
み
だ
け
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
資
源
の
中
で
も
輸
出
管
理
に
取
り
組
む
こ
と
が
出
来
る
よ

う
中
小
企
業
向
け
の
支
援
ツ
ー
ル
が
必
要
で
す
。
」
と
い
う
状
況
に
あ
る
。 

 

前
記
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
大
学
で
あ
っ
て
も
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
経
験
豊
か
な
専
門
家
が
安
全
保
障
貿
易
管
理
に
つ
い
て
個
別
に
支
援
を
行
う
た
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め
の
相
談
窓
口
を
全
国
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
当
該
相
談
窓
口
の
指
導
員
に
充
て
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
情
報
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
経
験
を
積
み
定
年
退
職
と
な
る
職
員
の
再
任
用
を
大
幅
に
拡
大
す
る
こ
と
も
一
つ
の
有
効
な
方
策
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


